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注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします

11 広報きやま 令和 8 年 3月号

犯罪・事件に巻き込まれないようご注意ください！
問住民課 くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

　12月中に基山町内で起きた犯罪・事件の発生件数及び内容についてお知らせします。

番号 1は、店舗のレジ付近に置き忘れた携帯電話を盗まれたもの。
番号 2は、アパートの駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は無施錠。
番号 3は、SNSで知り合った人物から、投資運用費名目で現金をだまし取られたもの。
番号 4は、駅の駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は施錠あり。
番号 5は、工場の物置から、ゴルフバッグ等が盗まれたもの。
番号 6は、会社の駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は施錠あり。
番号 7は、駅の駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は無施錠。

番号 手口 発生場所 被害程度
1 占有離脱物横領 長野 携帯電話１台

2 自転車盗 宮浦 自転車 1台

3 詐欺 宮浦 現金約 1,500 万円

4 自転車盗 小倉 自転車１台

5 工場荒らし 宮浦 ゴルフバッグ（クラブ等在中）１個

6 自転車盗 小倉 自転車１台

7 自転車盗 小倉 自転車１台
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自転車の違反に青切符が導入されます
　令和 8年 4月から、新しく自転車への交通反則通告制度（青切符）が導入されます。
以下のような悪質・危険な違反を犯した場合、反則金の対象となります。

車両の運転者としての自覚を持ち、自転車の基本的な交通ルールを守って自転車を安心・安全に利用しましょう。
•車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
•交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
•夜間はライトを点灯

・無灯火　・一時不停止
・周囲の音が聞こえない
　程度のイヤホン等の使用
　…5,000 円

・信号無視
・車道の右側通行
　…6,000 円

・並進　　・二人乗り
　…3,000 円

●反則金の一例

・携帯電話使用等（保持）
　（ながらスマホ）
　…12,000 円

持）

•飲酒運転は禁止
•ヘルメットを着用

　一定の危険な行為「自転車危険行為」を過去 3年以内に 2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」
の受講が命じられます。
　命令を受けてから、3か月以内の指定された期間内に受講しないと 5万円以下の罰金が科せられ
ます。


